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１．上限規制と改善基準告示の適用に向けた周知の

取組について

２．令和５年度予算事業について



自動車運転者の時間外労働の上限規制と改善基準告示の見直し

▸ 自動車運転者の上限規制は、令和６年３月まで適用猶予。

▸ 令和６年４月以降も、時間外労働の上限は年９６０時間のみ。

自動車運転者の時間外労働の上限規制について（働き方改革関連法）

▸ 自動車運転者については、働き方改革関連法により、令和６年４月１日から罰則付きの時間外労働の上限規制（年960時間）が適用
されること等から、公労使三者構成の労働政策審議会の下に専門委員会を設置し、改善基準告示見直しの議論を進めてきた。

▸ 令和４年９月27日の専門委員会において取りまとめを行い、同年12月23日に改善基準告示を改正（令和６年４月１日～適用）。

令和元年11月 ︓ 労働政策審議会労働条件分科会の下に、「自動車運転者労働時間等専門委員会」を設置

令和３年４月 ︓ 同専門委員会の下に、 「業態別（トラック、バス、ハイヤー・タクシー）作業部会」を設置

令和４年９月27日 ︓ 同専門委員会 取りまとめ （トラック、バス、ハイヤー・タクシー）

令和４年12月23日 ︓ 改善基準告示 改正

令和６年４月１日 ︓ 年９６０時間の上限規制、改善基準告示 適用

・ 作業部会を複数回開催
・ 令和４年３月︓バス、ハイヤー・タクシー中間とりまとめ

荷主への「要請」、関係者への「周知」を実施

法律による上限
（原則）
月４５時間
年３６０時間

・年７２０時間
・単月100時間未満
（休日労働含む）

・複数月平均80時間
（休日労働含む）

・法律による上限
（原則）を超えられ
るのは年６か月まで

・年９６０時間
のみ

一般労働者 自動車運転者

法律による上限
（例外）

法定労働時間
１日８時間
週４０時間

改善基準告示の見直しの経緯

実態調査、疲労度調査、海外調査を実施

→ 同年10月11日 労働条件分科会に報告
同年11月29日 改正告示案要綱の諮問・答申
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時間外労働の上限規制と改善基準告示の適用について
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▸ 令和６年４月１日より、年960時間の時間外労働の上限規制、改正した改善基準告示が適用される。



荷主等の関係者に対する周知等について
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自動車運転者労働時間等専門委員会報告（令和４年９月27日）「４ その他」より抜粋

（１）荷主等の関係者に対する周知について
改善基準告示の改正に当たっては、その履行確保を徹底する観点から、改正後速やかに、使用

者や自動車運転者のみならず、荷主やいわゆる元請運送事業者、貸切バス利用者等の発注者、貨
物自動車利用運送事業者等に対し、関係省庁と連携し、幅広く周知することが適当である。
特に、道路貨物運送業は、過労死等の労災支給決定件数が最も多い業種であることから、長

時間労働の是正等を積極的に進める必要がある一方、長時間労働の要因には、取引慣行など
個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものがある。
また、働き方改革関連法により改正された労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平

成４年法律第90号）第２条第４項では、他の事業主との取引を行う場合において、長時間労働
につながるような著しく短い期限の発注や発注内容の頻繁な変更を行わない等の必要な配慮を
することが事業主の努力義務とされている。
厚生労働省においては、これらのことを踏まえ、改善基準告示の改正後、速やかに、発着荷

主等に対し、恒常的な長時間の荷待ちを発生させないこと等について、労働基準監督署による
「要請」を実施するとともに、国土交通省が実施する「荷主への働きかけ」等に資するよう、厚
生労働省が把握した長時間の恒常的な荷待ち等に関する情報を国土交通省に対して提供するこ
とが適当である。



（参考）改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」を編成しました
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▸ 令和４年12月23日の改善基準告示の改正に伴い、「荷主特別対策チーム」を編成

厚生労働省ホームページ
情報メール窓口



▸ 荷主・元請運送事業者に対し、労働基準監督署から配慮を要請

→長時間の恒常的な荷待ち時間を発生させないよう努めること、運送業務の発注担当者に改善基準告示を周知すること。

労働基準監督署による荷主要請 ①
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労働基準監督署による荷主要請 ②
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「トラックＧメン」設置に伴う国土交通省との連携強化（令和5年1 0月～）
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国土交通省との連携強化に伴い、労働基準監督署が実施している荷主に対する要請において、標準的な運賃について
も周知を行う。



適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト
『 はたらきかた ススメ 』を開設
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俳優の小芝風花さんを起用した働き方改革ＰＲ動画シリーズ「はたらきかたススメ」を公開。

自動車運転者の働き方改革を進めるにあたって、荷主の方々を含めた皆様に知っていただきたいことを発信。

● PR動画（トラック編）

● 取組事例の紹介

適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト
『はたらきかた ススメ』

「国民向け」「トラック編」「バス編」「建設
業編」の働き方改革ＰＲ動画シリーズ「はたらき
かたススメ」を公開。

運送業、建設業の働き方改革の取組事例も紹介。

↓QRコード



自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

• 時間外労働の上限規制・改正後の改善基準告示の適用に向けて、事業者や関係者、国民に向けた様々な情報を発信。

• 改善ハンドブックの解説動画を公開、パネルディスカッション、荷主マッチングミーティングの案内を掲載。

＜自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト＞

・時間外労働の改善事例
・ITの活用
・人材の確保
などの事例等を紹介
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トラック運転者の長時間
労働改善に向けた改善ハン
ドブックの解説動画を公開

改善基準告示を守るためのポイントを、様々な企業の
方々が集い、討議するパネルディスカッションのご案内

荷主連携マッチング「あい積ミーティング」のご案内
（締め切り済み）



トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター

 トラック運転者の労働時間削減に向けた労務管理・取引環境改善のため、

荷主や運送事業者からの相談に特化した相談窓口を設置。（令和４年８月～）

 運送業での知見や経験のある社労士等が相談やコンサルティングを行う。

トラック運送事業者
・ 来年４月からの中小企業の月60時
間超の割増賃金率施行への対応ができ
ていない。

・ 改正後の改善基準告示にも適応で
きるように、労務管理を見直したい。

・ 荷待ち時間の改善のため、荷役方
法の分析がしたい。また、分析を踏ま
えて荷主と交渉したいが不安がある。

助言・訪問コンサルティング等

労務管理上ネックとなる運転者の
労務管理の課題について相談

助言・交渉等への同席等

トラック運転者の長時間労働の
原因となる課題について相談

（発着・元請け）荷主
トラック運転者の自社における作業

効率化が求められているが、何をした
らいいか分からない。

相談・交渉

トラック相談センター

助言・訪問コンサルティング等

荷主の協力が必要な作業環境改善について相談

【相談窓口】
運送業での知見や経験のある社労士が、電話や

メールで事業者及び荷主からの相談を受け付ける。

【コンサルティング（労務管理改善）】
トラック運転者の労務管理について直接的な支

援を求める事業者に対して、労務管理コンサルタ
ントが改善提案を行う。

【コンサルティング（取引環境改善）】
（運送事業者）

荷主の協力等を求める事業者に対して、物流コ
ンサルタントが改善提案や、必要に応じて荷主企
業への訪問等を行う。

（荷主）
運送事業者のトラック運転者が長時間労働に

なっている原因となる課題の改善に取り組むにあ
たり直接的な支援を求める荷主に対して、物流
コンサルタントが改善提案を行う。

令和５年４月～１１月末

相談件数 ３６３件※

※相談件数のうち、５件訪問コンサルティング等実施。

11※相談センター コード



「自動車運転者における時間外労働の上限規制等の円滑な適用に向けた
働き方改革推進に係る集中対策」を策定
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「進めよう︕ドライバーの働き方改革・TOKYO」をキャッチフレーズに、労働時間に関する法令等の周知、人材確保
対策・労働災害防止対策を集中的に実施するとともに、発着荷主に対し必要な配慮の働きかけ、要請を実施



荷主団体及び個別荷主企業に対する文書要請、周知活動
●令和５年５月25日、主要荷主団体に対して長時間の荷待ち防止等について運輸支局長と連名で要請を実施。

●令和５年８月、個別荷主企業に対して関東運輸局・関東経済産業局・関東農政局と８労働局連名で要請を実施。

●令和５年９月17日（日）、トラックフェスタ（トラック協会主催）に参加し、自動車運転者の働き方改革を周知。

<トラックフェスタ2023>

時間外労働の上
限規制等の周知
活動に加え、労
働基準監督官に
よる出張個別相
談会を実施



道路貨物運送業のベストプラクティス企業への職場訪問を実施
～東京労働局長が東京運輸支局長とともに訪問・意見交換～
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1 中継輸送
従来、１人のドライバーが行っていた関東・関西便

について、中部地方の拠点を中継地点としてドライバー
チェンジをすることにより、宿泊を伴う運行を減らし、
ドライバーの負担軽減を実現。

2 ダブル連結トラック
コンテナを連結して輸送できる

「ダブル連結トラック」を活用し、
１台で、大型トラック2.5台分の輸送
を実施。

３ 混載輸送
従来、自動車部品、食料品、紙製品など、各荷主から委託を受けた各運送

事業者が輸送していたが、混載して輸送することにより、積載率が平均65％、
最大89％に向上（業界平均38%）。

さらに、量子コンピューターを使用した高度な情報処理システムにより、
形状、重量等が異なる荷物を最適に積み込むための組み合わせを迅速に割り
出し、配車時間を40秒に短縮（人の手では2時間以上かかる）。

中部地方でドライバーチェンジ

異業種の混載輸送の実現
※常温と低温の荷物の同時輸送

 令和５年11月29日、時間外労働の削減等に向けて積極的に取り組む企業（ベストプラクティス企業）を、東京労働
局長が東京運輸支局長とともに訪問し、意見交換を実施。

 企業側から、「中継輸送」「ダブル連結トラック」「混載輸送」など、2024年問題の解決に向けた取組を紹介。

ダブル連結トラック



ハローワークの人材不足対策（運輸分野）

 都内７か所の「人材確保・就職支援コーナー」を中心に、人手不足分野を希望する求職者に対する就職支援（き
め細かな職業相談・紹介、個別担当者制支援等）を実施。

 特に、2024年問題解決に向け、求人コンサルティングの実施と併せて、求人
事業所の実情・魅力を直に伝えられるよう「相談・面接会」などのイベントを積
極的に実施。

運輸分野 令和５年４月～10月末

イベント
実施回数 99回
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１．上限規制と改善基準告示の適用に向けた周知の

取組について

２・令和６年度予算事業について



２ 事業の概要・スキーム・実施主体等

１ 事業の目的

自動車運転者の労働時間改善に向けた荷主等への対策事業

令和６年度概算要求額 1.7億円（2.6億円）※（）内は前年度当初予算額

・ 自動車運転者は、①他業種の労働者と比較して長時間労働の実態にある ②業務における過重な負荷による脳・心臓疾患の労災支給決
定件数が最も多い職種となっている。 ⇒ 労働条件及び安全衛生の確保・改善が喫緊の課題。
・ 長時間労働の背景には、トラック運送業における荷主都合による手待ち時間の発生など、取引上の慣行から労働時間の短縮が進まない
等の問題あり。 ⇒ 荷主等の取引先との取引条件改善などの環境整備を強力に推進する必要がある。
・ 自動車運転の業務等の時間外労働の上限規制の適用猶予業種は、令和6年度から上限規制の適用が開始された。
⇒引き続き上限規制や見直し後の改善基準告示等の事業者や労働者への集中的周知、企業・国民等の更なる理解のため周知・広報。

（１） 荷主と運送事業者による取引環境改善の促進
○ 自動車ポータルサイトの継続運営

（２） 時間外労働上限規制等の周知・広報
○ 適用猶予業種の事業者・労働者向け周知・広報
○ 改善基準告示の事業者・運転者向け周知・広報
○ 企業・国民向け周知広報

取引環境改善への企業の理解・社会の認識が必要

実施主体︓民間委託事業者
事業実績（令和４年度）︓自動車ポータルサイトアクセス数

396,777人

実施主体等

厚 生 労 働 省

事 業 者

（２）周知・広報

委託

委 託 先

周知・広報

・広報設計
・アニメーション動画作成
・広報の実施
・広報効果の測定

報告

時間外労働の上限
規制等の認識

すべての企業が関係する

取引環境改善等へ
の理解・認識

労 働 者 国 民

企 業
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【助成対象となる取組】
○助成対象となる取組（生産性向上等に向けた取組）︓①就業規則の作成・変更、②労務管理担当者・労働者への研
修（業務研修を含む）、③外部専門家によるコンサルティング、④労務管理用機器等の導入・更新、
⑤労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新、⑥人材確保に向けた取組

２ 事業の概要・スキーム

○ 生産性向上に向けた設備投資等の取組に係る費用を助成し、労働時間の削減等の導入に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を
支援。

○ 令和６年４月から時間外労働の上限規制が適用される業種等については、他の業種と比べ労働時間が長い実態があることも踏まえ、
引き続き支援を実施。

１ 事業の目的

働き方改革推進支援助成金（適用猶予業種等対応コース）

令和６年度概算要求額 71億円（68億円）※（）内は前年度当初予算額

コース概要
自動車運転の業務

成果目標と助成上限額

【36協定の見直し】
①月80H超→月60H以下︓250万円
②月80H超→月60～80H︓150万円
③月60～80H→月60H以下︓200万円
【インターバル導入】
10H～11H︓150万円
11H以上︓170万円
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※実施主体︓都道府県労働局

（自動車運転の業務部分抜粋）


